
 

（提案基準第１４号） 

地域経済牽引事業の促進を図るための施設に係る開発又は建築等に関する基準 

 

地域経済牽引事業の促進を図るための施設に係る開発又は建築等については，次の要件

のすべてに該当すれば，容認するものである。  

１ 申請に係る予定建築物（第一種特定工作物を含む。以下この提案基準において同じ。）

は，地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９

年法律第４０号。以下「地域未来投資促進法」という。）第１４条第２項に規定する承

認地域経済牽引事業計画に基づき整備される同法第１３条第３項第１号に規定する施設

であること。  

２ 申請地は，地域未来投資促進法第１１条第２項第１号に規定する土地利用調整区域に

位置していること。  

３ 申請者は，当該事業を営む者であること。  

４ 開発又は建築の完了予定期日は，許可の日から起算して３年以内であること。 

  

（令和４年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


